
【令和2年度情報発信評価検証部会 今後の開催予定について】

令和2年9月 令和3年１～２ 月 ３ 月
第14回情報発信評価検証部会開催 第15回情報発信評価検証検討部会 第24回食の安全安心推進協議会
メールマガジンのシステム運用について検討

食衛法改正及び条例改正に伴う
大阪府自主回収報告制度の廃止後の
自主回収情報の取扱い・発信方法について検討

今後のメールマガジン運営方針案作成 メールマガジン運営方針案について承認

＜令和2年度予定＞

２食品衛生法で定める自主回収報告制度施行後の情報の取扱についての検討１メールマガジン目標値達成にむけての検討

資料6
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食品衛生法の一部改正（平成30年法律第46号）
第3次施行：令和3年6月1日
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検討事項
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食の安全安心メールマガジン
登録者総数（H21～）

登録数 令和元年12月末現在8,606件
（令和元年度目標8,８00件、令和4年最終目標1万2千件)

現行システム 使用料 594千円（1万件まで）
府CMS メリット 使用料無料 1万2千件以上登録可能

デメリット カテゴリー分けができない
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